
定例庁議次第 

令和７年１０月１４日 

役場２階第２会議室 

１．開 会 

   

 

２．挨 拶 

   

 

３．審議事項 

 なし 

 

 

４．報告事項 

 (1)  建設工事管理部会（仮称）の設立及び部会ワークショップの開催について 

（企画財政課 齋藤課長）【資料番号１】 

 

５．議案事項 

 なし  

 

６．その他 

   

 

 

７．閉会 
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様式第２号（第４条関係） 

１０月１４日 庁議提出案件【概要説明書】 

●内  容【２．報告事項】 

〇公  開【１．公開】 

〇概要説明【１．要】 

付議者 企画財政課長 齋藤 智幸 

【件 名】 

   建設工事管理部会（仮称）の設立及び部会ワークショップの開催について 

 

【目 的】 

  建設工事管理部会（仮称）の設立について報告するものです。 

 

【概 要】 

１ 建設工事管理部会（仮称）の設立について 

(1) 建設工事管理部会（仮称）の概要 

ア 建設工事管理部会（仮称）の設立背景 

 吉岡町の事業発注において、業務発注に慣れている部署（担当者）と慣れていない

部署（担当者）とで履行管理や事務処理のノウハウに差があり業務の品質にばらつき

があるのが現状です。また、監督員の裁量や権限、交渉法等が曖昧な状態で受発注者

間でのトラブルになりかねない状態も見受けられます。一方で慣れている部署（担当

者）間では、履行中のトラブルを創意工夫で防止している部署（担当者）もいます。 

イ 建設工事管理部会（仮称）とは 

    先述の課題の解決すべく監督員としての権能や指示書等事務文書の取扱い方法を

まとめた監督員心得の策定のためのＷＳや各個人がもつ創意工夫におけるノウハウ

を調製するための集まりです。建設課や上下水道課等の設計や管理に慣れている職

員で構成を予定しています（この職員については所属長の推薦を想定しています。）。 

(2) 活動概要 

   月１回を目安にＷＳ・意見交換会を実施します。工事設計、管理、入札契約制度等

に関する課題の改善提案、各現場で遭遇したトラブルやその解決策の検討・研究、共

有を行います。 

(3) 目的と今後の展開 

   建設工事管理部会（仮称）でまとめた素案を町競争入札執行制度審査委員会に提案

することで、現場の声を制度化に大きく反映することができます。また、本部会で蓄

積した情報・事例・ノウハウ等を整理し全庁的に共有することで業務管理が画一化し

業務の品質を向上することが見込まれます。建設工事をベースに作り上げた制度等を

業務委託等にも反映させる予定です。 

 

【備 考】 

  改めて、通知にてお知らせし、部会員の推薦を依頼します。 

資料番号１ 


